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第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、宮城交通株式会社（共通のＩＣ機器を導入する株式会社ミヤコー

バスを含む。以下「当社」という。）における、ＩＣカードを媒体とした乗車券（以

下「ＩＣカード乗車券」という。）による旅客の運送等について、その使用条件を定

め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。 

 

 （用語の意義） 

第２条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）ＳＦ残額 運賃の支払い及び乗車券との引換に充当することができるＩＣカー

ド乗車券に記録された利用可能金額をいう。 

（２）ＩＣカード定期券 定期乗車券の効力を付加した記名式ＩＣカード乗車券をい

う。 

（３）記名式ＩＣカード乗車券 ＩＣカード乗車券のうち、個人を特定する氏名、性

別、生年月日が記録されたＩＣカード乗車券をいう。 

（４）小児用ＩＣカード乗車券 記名式ＩＣカード乗車券のうち、特に小児の利用に

供するＩＣカード乗車券をいう。 

（５）福祉割引用ＩＣカード乗車券 仙台市交通局が発行し、記名人が仙台市交通局

が規定する運賃の割引を受ける対象となる者の利用に供する、券面に当該割引運

賃を適用する印章の表示を行った記名式ＩＣカード乗車券をいう。 

（６）無記名式ＩＣカード乗車券 記名式ＩＣカード乗車券以外のＩＣカード乗車券

をいう。 

（７）デポジット ＩＣカード乗車券を返却することを条件に、ＩＣ発行事業者が利

用者から収受する金銭をいう。 

（８）大人用ＩＣカード乗車券 記名式ＩＣカード乗車券のうち、第４号及び第５号

に掲げるもの以外のＩＣカード乗車券をいう。 

（９）チャージ ＩＣカード乗車券に入金することにより、ＳＦ残額を増額すること

をいう。 

（１０）ＩＣＳＦカード乗車券 定期乗車券の効力を付加されていないＩＣカード乗

車券をいう。 

（１１）乗車Ｒ／Ｗ バス車内においてＩＣカード乗車券の乗車処理が可能な機器を

いう。 

（１２）運賃箱 バス車内においてＩＣカード乗車券の降車処理が可能な機器をいう。 

（１３）ポイント 電子的な得点情報であって、ＳＦ残額に変換することができるも

のをいう。 
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（１４）ポイントチャージ ポイントをＳＦ残額に変換することをいう。 

 

（適用範囲） 

第３条 ＩＣカード乗車券は、当社が指定する路線又はバス車両、並びに第１号から第

３号に掲げる交通事業者が定める区間において利用することができる。この場合、

当社におけるＩＣカード乗車券の発売、払戻し等並びに利用者の輸送等について、

当社路線においては、当社の一般乗合旅客自動車運送事業運送約款（以下「約款」

という。）及びこの規程等に定めるところにより、第１号から第３号に掲げる交通事

業者が定める区間においては、当該交通事業者が定めるところによる。 

（１）仙台市交通局 

（２）東日本旅客鉄道株式会社 

（３）仙台空港鉄道株式会社 

２ この規則の定めにより当社において旅客の運送等を行うＩＣカード乗車券は、次に

掲げるとおりとする。 

（１）仙台市交通局が発行する「ｉｃｓｃａ」 

（２）北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Ｋｉｔａｃａ」 

（３）東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Ｓｕｉｃａ」 

（４）東京モノレール株式会社が発行する「モノレールＳｕｉｃａ」 

（５）東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかい Ｓｕｉｃａ」 

（６）株式会社パスモが発行する「ＰＡＳＭＯ」 

（７）東海旅客鉄道株式会社が発行する「ＴＯＩＣＡ」 

（８）株式会社エムアイシー及び株式会社名古屋交通開発機構が発行する「ｍａｎａ

ｃａ」（「マナカ」） 

（９）株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩが発行する「ＰｉＴａＰａ」及び地方公共団体

等乗車証付ＩＣ乗車券 

（１０）西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ＩＣＯＣＡ」 

（１１）株式会社ニモカが発行する「ｎｉｍｏｃａ」 

（１２）福岡市が発行する「はやかけん」 

（１３）九州旅客鉄道株式会社が発行する「ＳＵＧＯＣＡ」 

３ 前項第２号から第１３号に規定するＩＣカード乗車券を利用する場合の取扱いに

ついては、第１４条、第１５条、第１８条第１項、第２６条、第２７条（第６項及

び第７項を除く。）、第２８条から第３０条、第３１条（第２項第３号を除く。）、第

３２条第２項及び第３５条までの規定を準用し、それ以外に定める取扱いは行わな

いものとする。 

４ 前号にかかわらず、第２項第２号から第１３号に規定するＩＣカード乗車券のうち、

割引旅客運賃を適用するＩＣカード乗車券並びに一部のＩＣカード乗車券において
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は、その一切の取扱いは行わないものとする。 

５ この規則に定めのない事項については、法令、及び第２項各号に定める当該ＩＣ発

行事業者が定めるＩＣカード乗車券の利用について規定したもの等の定めるところ

による。 

 

（利用契約の成立等） 

第４条 ＩＣカード乗車券の利用に関する契約は、利用者がＩＣカード乗車券の交付を

受けたときに成立する。 

２ ＩＣカード乗車券による利用者の運送の契約は、乗車時に乗車Ｒ／Ｗで乗車処理を

行う車両にあっては、その処理を受けたとき、降車時に運賃箱で乗降車の処理を行

う車両にあっては、当該車両に乗車した時点をもって、利用者と当社の間において

成立する。 

３ 前項の規定にかかわらず、ＩＣカード定期券に係る利用者の運送の契約は、ＩＣカ

ード定期券の交付を受けたときに成立する。 

４ ＩＣカード定期券により当該定期乗車券の通用期間内に通用区間内の停留所から

乗車して通用区間外へ乗り越した場合の当該乗り越した区間に係る利用者の運送の

契約については、乗車している当該車両がＩＣカード定期券の通用区間外に出たと

きに成立する。 

５ 前項の規定により利用者の運送の契約が成立したとき以後における取扱いは、別段

の定めがある場合のほか、当該契約が成立したときにおける定めによるものとする。 

 

（所有権等） 

第５条 当社で発売するＩＣカード乗車券の所有権は、仙台市に帰属する。 

２ ＩＣカード乗車券が不要になったとき又は第１６条の規定により失効したときは、

利用者は、当該ＩＣカード乗車券をＩＣ発行事業者に返却しなければならない。 

 

（個人情報の取扱い） 

第６条 利用者が提供した個人情報は当社及び仙台市が管理する。 

２ 当社において、ＩＣカード乗車券に係る個人情報は、次の目的で利用するものとす

る。 

（１）記名式ＩＣカード乗車券の発売、変更、再発行、払戻し等の申込内容の確認 

（２）利用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認 

３ 当社は、ＩＣカード乗車券に係る個人情報を前項の範囲内でＩＣ発行事業者やＩＣ

カード乗車券に係る業務委託者へ連絡及び照会等を行うことがある。 

４ 第２項に定めるもののほか、当社及び仙台市は、統計の基礎資料として個人情報を

利用する場合において、利用者を特定できないよう修正した上で利用することがで
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きる。 

５ 記名式ＩＣカード乗車券は、前各項の規定に同意しない者には発行しない。 

 

（旅客の同意） 

第７条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに

同意したものとする。 

 

 

第２章 発売等 

 

第１節 発売 

 

（発売場所） 

第８条 ＩＣカード乗車券は、当社が指定する場所で発売する。 

 

 （発売方法） 

第９条 無記名式ＩＣカード乗車券及び記名式ＩＣカード乗車券の発売方法は、ＩＣ発

行事業者の定めるところによる。ただし、当社では福祉割引用ＩＣカード乗車券は

発売しないものとする。 

２ 記名式ＩＣカード乗車券の発売にあっては、購入希望者が当社が定める申込書に氏

名、生年月日及び性別等を記入して提出した場合に発売する。 

３ 前項の場合において、小児用ＩＣカード乗車券を購入しようとするときは、購入希

望者は当社が別に定める公的証明書を係員に提示しなければならない。 

４ 小児用ＩＣカード乗車券は、当社が特に認める場合を除き、同一の利用者に対し２

枚以上発売しない。 

 

（記名式ＩＣカード乗車券の表示事項） 

第１０条 記名式ＩＣカード乗車券の表示事項は、ＩＣ発行事業者の定めるところによ

る。 

 

（小児用ＩＣカード乗車券等の有効期限） 

第１１条 小児用ＩＣカード乗車券及び福祉割引用ＩＣカード乗車券の有効期限は、Ｉ

Ｃ発行事業者の定めるところによる。 
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（デポジット） 

第１２条 ＩＣカード乗車券を発売するに当たって収受するデポジットの取り扱いは、

ＩＣ発行事業者の定めるところによる。 

２ 利用者がＩＣカード乗車券を返却したときは、当社は、ＩＣ発行事業者の定めによ

り当該利用者にデポジットを返却する。 

３ デポジットは、運賃等の支払いに充当することはできない。 

 

（発売額） 

第１３条 ＩＣカード乗車券の発売額（デポジットを含む。）は、１，０００円、２，

０００円、３，０００円、５，０００円及び１０，０００円とする。ただし、当社

が必要と認めた場合は、この限りではない。 

 

（チャージ） 

第１４条 ＩＣカード乗車券は、当社が定める機器によりチャージすることができる。 

２ チャージできる金額は、１，０００円、２，０００円、３，０００円、５，０００

円及び１０，０００円のいずれかとする。ただし、当社が必要と認めた場合は、こ

の限りではない。 

３ ＩＣカード乗車券一枚当たりのＳＦ残額は２０，０００円を超えることはできない。 

 

（利用履歴及びＳＦ残額の表示等） 

第１５条 ＩＣカード乗車券の利用履歴及びＳＦ残額（以下「利用履歴等」という。）

の表示等は、ＩＣ発行事業者の定めるところによる。 

 

第２節 失効等 

 

（失効） 

第１６条 ＩＣカード乗車券の利用による運賃の支払い、チャージその他ＩＣ発行事業

者が定める処理を行った日の翌日から起算して１０年間これらの処理が行われない

場合には、当該ＩＣカード乗車券は、失効する。 

２ 前項の規定にかかわらず、遺失物となったＩＣカード乗車券が、遺失物法（平成十

八年法律第七十三号）第七条第一項の規定による公告がされ、同条第四項に規定す

る公告の期間が経過した場合は、当該ＩＣカード乗車券は、失効する。 

 

 （失効及び無効の場合の取扱い） 

第１７条 前条の規定により失効し、又は第２８条第１項本文の規定により無効となっ

たＩＣカード乗車券に係るＳＦ残額の払戻し並びにデポジット及びポイントの返却
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はしない。 

 

（再印字） 

第１８条 利用者は、記名式ＩＣカード乗車券の券面表示事項の印字が不明確となった

場合は、当該ＩＣカード乗車券を利用してはならない。 

２ 前項の場合においては、利用者は速やかにＩＣカード乗車券の取扱箇所に当該ＩＣ

カード乗車券の券面表示事項の再印字を請求しなければならない。 

 

（改氏名による記名式ＩＣカードの書換え） 

第１９条 記名式ＩＣカード乗車券の利用者の氏名が変更された場合は、利用者は速や

かに当社が別に定める申込書を提出し、かつ、申請者が本人であることを確認する

に足りるものとしてＩＣ発行事業者が別に定める書類（以下「本人確認書類」とい

う。）を呈示して、当該記名式ＩＣカード乗車券に記録された氏名の書換えを請求し

なければならない。 

 

第３節 再発行及び交換 

 

（紛失再発行） 

第２０条 利用者は、紛失（盗難を含む。）を理由として、無記名式ＩＣカード乗車券

の再発行を請求することができない。 

２ 記名式ＩＣカード乗車券の記名人が当該記名式ＩＣカード乗車券を紛失した場合

で、利用者が別に定める申請書を提出したときは、ＩＣ発行事業者の定めにより、

当該ＩＣカード乗車券の利用を停止する措置（以下「利用停止措置」という。）と再

発行するために必要な帳票（以下「再発行整理票」という。）を交付する手続きをし

た後、再発行の取扱いを行う。 

３ 前項の規定により記名式ＩＣカード乗車券の再発行を行う場合は、手数料として、

記名式ＩＣカード乗車券１枚につき５２０円を徴収し、かつ、第１２条第１項に規

定するデポジットを収受する。 

４ 利用者が第２項の規定によりＩＣカード乗車券の再発行を請求した後においては、

利用者はこれを取り消すことはできない。 

５ 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名式ＩＣカード乗車券が発見された

場合のデポジットの取扱いは、ＩＣ発行事業者の定めによる。ただし、次条第２項

の各号に該当する場合は、ＩＣ発行事業者の定めによりデポジットは返却しない。 
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（障害再発行） 

第２１条 ＩＣカード乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、利用

者が別に定める申請書を提出し、かつ、当該ＩＣカード乗車券を呈示したときは、

ＩＣ発行事業者の定めにより、利用停止措置と再発行整理票を交付する手続きをし

た後、再発行の取扱いを行う。 

２ 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再

発行の取扱いを行わない。この場合においては、ＩＣ発行事業者の定めによりデポ

ジットは返却しない。 

（１）裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合 

（２）旅客の故意又は重大な過失によりＩＣカード乗車券が障害状態となったと認め

られ、第２８条第１項第６号の規定により無効となった場合 

３ 破損の原因が利用者にあると認められる場合は、当社は、再発行するＩＣカード乗

車券１枚につき５２０円を徴収し、かつ、第１２条第１項に規定するデポジットを

収受する。 

４ 利用者が第一項の規定によりＩＣカード乗車券の再発行を請求した後は、利用者は

これを取り消し、又は当該ＩＣカード乗車券を再発行用の媒体として利用すること

はできない。 

 

（交換） 

第２２条 当社は、利用者のＩＣカード乗車券を予告なく回収し、当該ＩＣカード乗車

券と異なるカード番号のＩＣカード乗車券に交換することができる。 

 

（免責事項） 

第２３条 第２０条第２項又は第２１条第１項の規定による再発行又は第２２条の規

定による交換を行った場合において、表面のデザイン又はカード番号が異なるＩＣ

カード乗車券の交付を受けたことによる利用者の損害については、当社はその責め

を負わない。 

２ 第２０条第２項又は第２１条第１項の規定により、利用者が申請書を提出したとき

から再発行するまでの間に生じた利用者の損害については、当社はその責めを負わ

ない。 

３ その他、当社の責任に帰すことができない事由から発生した利用者の損害について

は、当社はその責めを負わない。 

 

第４節 払戻し及び変更 
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（払戻し） 

第２４条 利用者は、利用しているＩＣカード乗車券が不要となった場合は、当該ＩＣ

カード乗車券に係るＳＦ残額（１０円未満の端数があるときは、これを１０円に切

り上げた額）の払戻しを請求することができる。 

２ 利用者は、前項の規定により払戻しの請求をする場合は、当社が別に定める申請書

を提出し、当該ＩＣカード乗車券を返却しなければならない。 

３ 当社は、第１項の規定に基づく払戻しを行う場合は、手数料として、ＩＣカード乗

車券１枚あたり２２０円（ＳＦ残額が２２０円未満の場合は、その額と同額とする。）

を徴収する。 

４ 当社は、第１項の規定によりＩＣカード乗車券の払戻しが請求された場合は、無記

名式ＩＣカード乗車券にあっては当該ＩＣカード乗車券を持参した利用者に、記名

式ＩＣカード乗車券にあっては本人確認書類により本人確認をした利用者に払戻し

を行う。 

５ 第１項の規定にかかわらず、第２０条第２項又は第２１条第１項の規定による再発

行整理票に係るＩＣカード乗車券については、払戻しを請求することはできない。 

６ 利用者は、ＩＣカード乗車券の払戻しを請求した後は、これを取り消すことはでき

ない。 

 

（変更） 

第２５条 利用者は、次の各号に掲げるＩＣカード乗車券について、当該各号に定める

記名式ＩＣカード乗車券への変更を請求することができる。この場合において、第

９条の規定を準用する。 

（１）無記名式ＩＣカード乗車券 記名式ＩＣカード乗車券 

（２）小児用ＩＣカード乗車券 大人用ＩＣカード乗車券 

 

 

第３章 運輸取扱い等 

 

第１節 総則 

 

（利用） 

第２６条 利用者は、次の各号に掲げる場合にＩＣカード乗車券を利用することができ

る。 

（１）当社が別に定めるＩＣカード乗車券取扱区間に乗車するとき。 

（２）運賃箱にて同乗車分の普通旅客運賃の精算をするとき。 
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（利用の方法） 

第２７条 ＩＣカード乗車券は、無記名式ＩＣカード乗車券１枚をもって１人が、記名

式ＩＣカード乗車券１枚をもって記名人１人が利用することができるものとする。

ただし、当社が特に認める場合は、この限りではない。 

２ 記名人以外の者が使用することができる定期乗車券（以下、「持参人式定期券」と

いう。）の機能が付加されたＩＣカード定期券は、その持参人式定期券の通用期間内

の通用区間内及びこれと連続する区間に限り、記名人以外の者であっても使用する

ことができる。ただし、当社が指定する一部の定期券を除く。 

３ 小児が無記名式ＩＣカード乗車券を利用する場合は、当該小児を大人とみなして取

り扱うものとする。ただし、あらかじめ係員に申し出た場合はこの限りではない。 

４ 利用者は、ＩＣカード乗車券を利用して乗車する場合、乗車停留所において乗車Ｒ

／Ｗによる乗車処理を受けて乗車し、降車停留所において運賃箱による降車処理を

受けて降車しなければならない。ただし、乗車停留所において乗車Ｒ／Ｗによる乗

車処理を受けなかった場合は、降車停留所において係員にその旨を告げた上で運賃

箱による降車の処理を受けて降車しなければならない。 

５ 別に定める場合を除き、ＩＣカード乗車券は、１回の乗車において当該ＩＣカード

乗車券以外のＩＣカード乗車券と併せて利用することはできない。 

６ 福祉割引用ＩＣカード乗車券を利用しようとする者は、降車時に運賃箱による降車

処理を受ける前に、当社約款に定める手帳等及びその他当社が認めた運賃割引証等

を係員に呈示しなければならない。 

７ 記名式ＩＣカード乗車券においては、当該記名式ＩＣカード乗車券の利用、又はチ

ャージのいずれかの取扱いのあった日の翌日を起算日として６箇月間これらの取扱

いがされなかったときは、当該記名式ＩＣカード乗車券を利用できないことがある。 

８ １０円未満のＳＦ残額は、運賃の支払に充当することはできない。 

 

（無効） 

第２８条 ＩＣカード乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回

収する。 

（１）記名式ＩＣカード乗車券を記名人以外の者が利用したとき（ただし、前条第２

項に定める利用の場合を除く。） 

（２）券面表示事項が不明確となった記名式ＩＣカード乗車券を利用したとき 

（３）券面表示事項又は磁気情報を塗り消し、又は改変して利用したとき 

（４）利用資格、氏名、性別又は生年月日を偽って購入した小児用ＩＣカード乗車券

又は福祉割引用ＩＣカード乗車券を利用したとき 

（５）偽造され、変造され、又は不正に作成されたＩＣカード乗車券を利用したとき 

（６）利用者の故意又は重大な過失によりＩＣカード乗車券が障害状態（破損等によ
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りＩＣカード乗車券を処理する機器で利用できなくなることをいう。以下同じ。）

となったとき 

（７）旅行開始後のＩＣカード乗車券を他人から譲り受けて利用したとき 

（８）係員の承諾なく乗車Ｒ／Ｗ等による乗車処理又は降車処理を受けずに乗降車し

たとき 

（９）利用資格を失った後に利用したとき 

（１０）ＩＣカード定期券を記名人以外の者が利用したとき（ただし、前条第２項に

定める利用の場合を除く。） 

（１１）前各号に規定するもののほか、ＩＣカード乗車券を不正乗車の手段として利

用したとき 

 

（不正利用） 

第２９条 前条の規定によりＩＣＳＦカード乗車券及びＩＣカード定期券を無効とし

て回収した場合に徴収する運賃及び割増運賃の取扱いについては、当社約款の定め

による。 

 

第２節 ＩＣＳＦカード乗車券 

 

（効力） 

第３０条 ＩＣＳＦカード乗車券を利用して乗車する場合の効力は、次の各号に定める

とおりとする。 

（１）乗車区間において、片道１回の乗車に限り有効なものとする。 

（２）乗車当日に限り有効とする。 

  

（乗車券とみなす場合の取扱い） 

第３１条 利用者がＩＣＳＦカード乗車券を利用して乗車する場合は、乗車Ｒ／Ｗによ

って乗車処理を受け、運賃箱により降車処理を受けるまでの間、当該ＩＣＳＦカー

ド乗車券を当該区間について有効な１人分の片道の乗車券として取り扱う。 

２ 前項の場合において、運賃箱による降車処理により、次の各号に掲げるＩＣカード

乗車券の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める普通旅客運賃を当該ＩＣＳＦカー

ド乗車券から差し引くことにより、利用者が当該区間の運賃を支払ったものとみな

す。 

（１）大人用ＩＣカード乗車券 大人普通旅客運賃 

（２）小児用ＩＣカード乗車券 小児普通旅客運賃 

（３）福祉割引用ＩＣカード乗車券 当社約款に定める割引後の大人普通旅客運賃 

（４）前各号に定める運賃の支払い以外の場合、旅客の申告等により、係員が運賃を
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設定した後に内容に応じた運賃を減額する。 

３ 第１項の場合において、あらかじめ係員に申し出た場合に限り、同乗者の普通旅客

運賃を当該ＩＣＳＦカード乗車券のＳＦ残額から差し引くことができる。 

４ 第２項において、ＩＣＳＦカード乗車券のＳＦ残額が差し引く普通旅客運賃に満た

ないときは、あらかじめチャージしてから支払うか、不足額を現金で支払わなけれ

ばならない。 

 

第３節 ＩＣカード定期券 

 

（ＩＣカード定期券の取扱い） 

第３２条 ＩＣカード定期券の取扱いは、この規程に定めるもののほか、当社約款の定

めるところによる。 

２ ＩＣカード定期券のＳＦ残額を利用して乗車する場合の運賃の支払等については、

第３０条から第３１条までの規定を準用する。 

 

（ＩＣカード定期券の発行） 

第３３条 旅客が定期乗車券の購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、有効

期間の開始日の１４日前から発売する。 

２ ＩＣカード乗車券に付加することができる定期乗車券の種類は、ＩＣ発行事業者の

定めるところによる。ただし、当社では福祉割引用ＩＣカード乗車券は取り扱わな

い。 

 

（ＩＣカード定期券の有効期限） 

第３４条 小児用ＩＣカード乗車券又は福祉割引用ＩＣカード乗車券に定期乗車券が

付加された場合において、当該定期乗車券に係る通用期間が当該ＩＣカード乗車券

の有効期限を超えるときは、有効期限の翌日から、当該ＩＣカード乗車券は利用す

ることができない。 

２ 前項の規定によりＩＣカード定期券を利用できないことにより生じた利用者の損

害等については、当社はその責めを負わない。 

 

（ＩＣカード定期券による運賃の支払等） 

第３５条 利用者がＩＣカード定期券を利用して、当該ＩＣカード定期券の通用期間内

に当該ＩＣカード定期券の通用区間外を乗車する場合に、当該ＩＣカード定期券の

ＳＦ残額から差し引く運賃額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める額とする。 

（１）通用区間内から乗車した後、通用区間外の任意の停留所で降車する場合 乗車
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停留所から降車停留所までの普通旅客運賃（以下「全乗車区間の普通旅客運賃」

という。）と別途乗車区間の普通旅客運賃とを比較して低額となる方の普通旅客運

賃（同額となる場合は、別途乗車区間の普通旅客運賃）に相当する額 

（２）通用区間外の停留所から乗車した後、通用区間内の任意の停留所で降車する場

合全乗車区間の普通旅客運賃と別途乗車区間の普通旅客運賃とを比較して低額

となる方の普通旅客運賃（同額となる場合は、別途乗車区間の普通旅客運賃）に

相当する額 

（３）定期乗車券の通用区間外の停留所から乗車した後、当該通用区間を超えて通用

区間外の任意の停留所で降車する場合 全乗車区間の普通旅客運賃と別途乗車区

間の普通旅客運賃の合算額とを比較して低額となる方の普通旅客運賃（同額とな

る場合は、別途乗車区間の普通旅客運賃の合算額）に相当する額 

 

（ＩＣカード定期券の払戻し） 

第３６条 利用者が、ＩＣカード定期券に付加された定期乗車券の機能が不要になった

場合で、当社が定める申込書を提出し、かつ、公的証明書等の呈示により当該ＩＣ

カード定期券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払戻しを行

い、ＩＣカード定期券から定期乗車券の機能のみを消去して利用者に返却する。 

２ 当社は、第１項の規定に基づく払戻しを行う場合は、手数料として、ＩＣカード定

期券１枚あたり２２０円（定期乗車券残額が２２０円未満の場合は、その額と同額

とする。）を徴収する。 

 

（定期乗車券の機能の消去） 

第３７条 利用者は、当社が別に定める申込書とともに、ＩＣカード定期券を提出し、

当該ＩＣカード定期券から定期乗車券の機能の消去を請求することができる。 

２ 前項の規定により消去を請求した場合は、前条に定める払戻しを請求することはで

きない。 

３ 利用者は、第１項の規定により消去を請求した後においては、これを取り消すこと

ができない。 

 

第４章 ポイント 

 

（ポイント） 

第３８条 利用者は、ＩＣカード乗車券の利用に応じて、当該ＩＣカード乗車券に、次

の各号に掲げるポイントの付与を受けることができる。 

（１）特定区間ポイント 

（２）乗継ポイント 
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（ポイント付与） 

第３９条 ＩＣカード乗車券による乗車ごとに、当該ＩＣカード乗車券のＳＦ残額から

差し引いた１人分の運賃に対して、次の各号に掲げるいずれかのポイントに応じて、

それぞれ当該各号に定める基準により、ポイントを計算する。 

（１）特定区間ポイント 

 当月内において、乗車ごとにＳＦ残額から差し引いた１人分の運賃に、別表第

１に定める路線及び乗車回数に応じたポイント率を乗じて得た数を合算する。 

（２）乗継ポイント 

   当月内において、当社バスのうち別表第２に定める路線と仙台市地下鉄を６０

分以内に乗り継ぐと２回の乗車を１組として３０ポイント 

２ 前項各号のポイントの計算は、ＩＣカード乗車券を利用した日から各月ごとに行う。 

３ 第１項各号のポイントは、各号ごとに計算を行い、計算上生じる１ポイント未満の

ポイントを切り捨てた上で各号を合算し、ＩＣカード乗車券を利用した月の翌月の

１０日（以下「ポイント付与日」という。）に付与する。 

４ 別表第１に掲げる乗車回数は、同一のＩＣカード乗車券により乗車した月の１日か

ら末日までに乗車した合計数とする。ただし、第２０条から第２２条に該当する場

合は、この限りではない。 

５ 運賃箱による処理が完全に行われなかった場合及び自治体、企業又は学校等から委

託を受けて運行する路線並びにイベント輸送等の不定期に運行する路線においては、

第１項に定めるポイント付与の対象としないことがある。 

６ 第１項各号に定めるもののほか、当社線の利用促進を図るため、一定の条件を定め

てポイントを付与することがある。 

 

（ポイントチャージ） 

第４０条 利用者は、前条の規定により付与されたポイントを当社が別に定める機器に

より、１ポイント当たり１円として、ポイントチャージすることができる。 

２ 前項の規定によりポイントチャージをするポイントの数は、当該チャージの時まで

に当該ＩＣカード乗車券について付与されたポイントの数とする。ただし、２０，

０００円から当該ＩＣカード乗車券のＳＦ残額を減じた額に相当するポイントの数

を上限とする。 

３ ポイントチャージは、１日につき１回まで行うことができる。 

４ ポイントは、乗車に利用したＩＣカード乗車券以外のＩＣカード乗車券にポイント

チャージをすることはできない。 

５ ポイントチャージをしたポイントは、再びポイントに戻すことはできない。 

６ ポイントは、現金と交換することはできない。 
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（ポイントの効力） 

第４１条 ポイントの有効期限は、ポイントの付与日から起算して１年を経過した日が

属する月の末日とし、当該有効期限を経過したポイントは失効する。 

２ 第１６条の規定によりＩＣカード乗車券が失効した場合は、当該ＩＣカード乗車券

に係るポイントは、失効する。 

３ 第２４条の規定によりＩＣカード乗車券の払戻しをする場合において、当該ＩＣカ

ード乗車券に係るポイントは、払戻しと同時に失効する。 

４ 第２８条の規定によりＩＣカード乗車券が無効となった場合は、当該ＩＣカード乗

車券に係るポイントは、無効とする。 

 

（ポイントの確認） 

第４２条 利用者は、ポイントの残高及び当月末日に失効する予定のポイントの数を、

管理者が別に定める機器により、確認することができる。 

２ 利用者は、ポイントの付与、ポイントチャージ及びポイントの失効の履歴について、

管理者が別に定める機器により、直近の１３箇月分を確認することができる。 

 

（ポイントの引継ぎ） 

第４３条 第２０条から第２２条の規定によるＩＣカード乗車券の紛失再発行、障害再

発行又は交換を行う前のＩＣカード乗車券に係るポイントは、新たに発行するＩＣ

カード乗車券に引継ぐものとする。 

 

（免責事項） 

第４４条 運賃箱等の機器障害、当社の運営上の都合により、やむを得ずＩＣカード乗

車券が利用できないことによって、当該利用に対するポイントの付与ができない場

合であっても、当社はその責めを負わない。 

２ 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピューターシステム異常などの不可

抗力により、ポイントの計算及び記録等の処理ができないことによって、やむを得

ずポイントが付与できない場合であっても、当社はその責めを負わない。 

３ ポイントチャージが可能な機器の障害等、当社の運営上の都合により、やむを得ず

ＩＣカード乗車券が利用できないことに起因するポイントの失効によって生じた利

用者の損害については、当社はその責めを負わない。 

４ その他、当社の責任に帰すことができない事由から発生した利用者の損害について

は、当社はその責めを負わない。 

 

 

第５章 その他共通取扱い 



- 17 - 
 

 

（運用日付） 

第４５条 当社におけるＩＣＳＦカード乗車券及びＩＣカード定期券の使用日及び利

用金額への算入の日付は、３時から２６時５９分５９秒まで（当日の午前３時から

翌日の午前２時５９分５９秒まで）を当日とする。 

 

附 則 

この規則は、平成２７年１２月６日から施行する。 

平成２８年３年２６日 改正 

 平成３１年４月１日 改正 

 令和元年１０月１日 改正 

 令和３年４月１日 改正 

 令和５年４月１日 改正 

 

別表第１ 特定区間ポイント（第３９条関係） 

路線 乗車回数 ポイント率 

宮城交通高速仙台山形線、高速仙台

上山線、高速仙台空港山形線、ミヤ

コーバス高速仙台石巻線、高速仙台

大衡線、高速仙台蔵王町線、高速仙

台古川線、高速仙台鳴子線、高速仙

台加美線 

１回目から１９回目まで ５％ 

２０回目から３９回目ま

で 
１０％ 

４０回目から５９回目ま

で 
２０％ 

６０回目以上 ３０％ 

 

別表第２ 乗継ポイント（第３９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

対象路線 

仙台市域内の宮城交通一般路線バス全線及

びミヤコーバス吉岡線、新富谷ガーデンシ

ティ線、川﨑線、塩釜営業所管内の一般路

線バス全線、石巻営業所管内の一般路線バ

ス全線 


